






介護予防市町支援委員会（９名）
区　　分 職　　名 氏　　名

学識者 県立医療技術大学保健科学部学部長 宮内　清子
医師 県医師会常任理事 羽鳥　重明
保健所長 県八幡浜保健所長 土井　光徳
歯科医師 県歯科医師会常務理事 是澤　恵三
保健師 四国中央市保健推進課主幹 宮内　涼子
栄養士 県四国中央保健所保健課地域支援係長 井上　弘美
理学療法士 松山市保健所理学療法士 武田　士郎
市町関係者 伊予市長寿介護課長 西村　道子
住民代表者 西条市介護相談員 岩間　寿子

運動機能部会（５名）
区　　分 職　　名 氏　　名

保健所長 県八幡浜保健所長 土井　光徳
理学療法士 松山市保健所理学療法士 武田　士郎
保健師 県松山保健所企画課企画情報係担当係長 兵頭　昌子
介護保険事業者 指定居宅介護支援センターそらいろのたね介護支援専門員 岸　　治代
市町関係者 砥部町健康づくり課健康運動指導士　 篠原　雅尋

口腔機能部会（５名）
区　　分 職　　名 氏　　名

歯科医師 県歯科医師会常務理事 是澤　恵三
保健師 今治市朝倉支所健康福祉課長 加藤　朋子
歯科衛生士 県西条保健所健康増進課健康づくり推進係担当係長 稲井　由美子
歯科衛生士 松山市保健所歯科衛生士 松井　寛子
市町関係者 西予市地域包括支援センター長 徳居　勝子

栄養改善部会（５名）
区　　分 職　　名 氏　　名

保健師 四国中央市保健推進課主幹 宮内　涼子
栄養士 県四国中央保健所保健課地域支援係長 井上　弘美
介護保険事業者 あうん介護相談所管理者 矢川　ひとみ
市町関係者 大洲市高齢福祉課長補佐 森　　澄子
住民代表者 県食生活改善推進連絡協議会会長 秦　　栄子

閉じこもり・認知症部会（５名）
区　　分 職　　名 氏　　名

市町関係者 伊予市長寿介護課長 西村　道子
保健師 八幡浜市保健センター所長補佐 橋本　妙子
主任介護支援専門員 松野町地域包括支援センター主任介護支援専門員 上本　惠子
市町関係者 新居浜市地域包括支援センター副所長 三木　由香里
住民代表者 西条市介護相談員 岩間　寿子
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愛媛県介護予防市町支援委員会設置要綱 
 

（設置） 
第１条 市町が実施する、介護保険法に基づく予防給付及び地域支援事業にお
ける介護予防事業（以下「介護予防関連事業」という。）について、県が事業
評価等を行うことにより、市町における効果的な介護予防関連事業の実施を
支援することを目的として、国の「介護予防市町村支援事業実施要綱」（平成
18年3月31日付け老発第0331025号厚生労働省老健局長通知）のほか、
この要綱に基づき、愛媛県介護予防市町支援委員会（以下「支援委員会」と
いう。）を設置する。 
 
（任務） 
第２条 支援委員会は、次に掲げる事項について検討する。 
(1) 介護予防の普及啓発に関すること 
(2) 介護予防関連事業に従事する人材の確保及び資質向上に関すること 
(3) 介護予防関連事業の事業評価に関すること 
(4) その他介護予防関連事業の適切な実施に必要な事項に関すること 
 
（組織） 
第３条 支援委員会は、委員９人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちか
ら、知事が委嘱し、又は任命する。 
(1) 医療関係団体ほか医師、歯科医師、保健師、栄養士、理学療法士、介護
支援専門員等の保健、医療、福祉の専門知識を有するもの 
(2) 市町関係者 
(3) 介護保険事業者、住民代表者 
(4) 保健所長、学識経験者 
(5) その他会長が必要と認めるもの 
 
（会長及び副会長） 
第４条 支援委員会に、会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。 
３ 会長は会務を統括し、支援委員会を代表する。 
４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
（専門部会） 
第５条 支援委員会に、専門部会を置く。 
２ 専門部会は次の４部会とし、各部会とも委員５人以内で組織し、委員は第
３条第１項第１号から第５号に掲げる者のうちから、知事が委嘱し、又は任
命する。 
(1) 運動機能部会 
(2) 口腔機能部会 
(3) 栄養改善部会 
(4) 閉じこもり・認知症部会 
 
（専門部会長及び副部会長） 
第６条 各専門部会に専門部会長及び副部会長を置く。 
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２ 専門部会長は委員が互選し、副部会長は専門部会長が指名する。 
３ 専門部会長は専門部会の会務を統括する。 
４ 副部会長は専門部会長を補佐し、専門部会長に事故があるときは、その職
務を代理する。 
 
（任期） 
第７条 支援委員会及び専門部会の委員の任期は、２年とする。ただし、再任
を妨げない。 
２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会議） 
第８条 支援委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。 
２ 専門部会の会議は、専門部会長が主宰することができる。 
３ 会長は必要に応じ、支援委員会の会議に介護予防に関する専門家等を招致
し、意見を求めることができる。 
 
（解散） 
第９条 支援委員会は、その任務を達成したときに解散する。 
 
（庶務） 
第１０条 支援委員会の庶務は、保健福祉部生きがい推進局長寿介護課におい
て処理する。 
 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項
は、別に定める。 
 
   附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成18年 7月 18日から施行する。 
（任期の特例） 
２ この要綱の施行日以後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第７条
第１項の規定にかかわらず、平成20年 3月 31日までとする。 
（招集の特例） 
３ この要綱の施行日以後最初に開催される会議は、第８条第３項の規定にか
かわらず、保健福祉部長が招集する。 
   附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
（任期の特例） 
２ この要綱の施行日以後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第７条
第１項の規定にかかわらず、平成2２年3月31日までとする。 
（招集の特例） 
３ この要綱の施行日以後最初に開催される会議は、第８条第３項の規定にか
かわらず、保健福祉部長が招集する。 
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